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69 2010 年版 鋼船 規則 及び 関連 検査 要領等 に お ける改止 点の 解説

2008 年 12 月 24 日付国土 交通省発行 の 国海安第 152号の 2

に て ，同決議の
一

部 を取入 れ た 船舶検査 心得の
一
部 改 正 が

公布 され た た め，同改正 に基 づ き関連 規定 を改 め る 。

3．改正の 内容

　主 な改 正 点 は以 下 の とお りで ある 。

（1）決議 MSC ．253 （83）第 2項及 び 船舶検査心得 3−1−6／

　 2．1．1 （d）に 基 づ き，灯 火 に 関す る 要 件 と して 安全 設 備

　　規則 5 編 の 規定 の 他，IMO 決議 A ．694 （17）を満足す

　　る 旨安 全 設備規則 5 編 1 章 1．1．1−3．及 び 同検 査 要領

　　1．1．1 に 規定 した 。

（2）決議 MSC ．253 （83）第 8 項及 び 船舶検査心得 3−1−6／

　 2．1．1 （b）に基 づ き，灯 火 に 必要 な情報 を標示す る 旨安

　 全 設備規則 5 編 2章 2．L3 に ，また，具体 的 な 項 凵 につ

　　い て は 同検査要領 2．1．3 に規定した。

（3）光度 の 調 節 に つ い て ，船 舶設 備 規 則 航 海用 具 の 基 準 を

　　定め る告示第 2条第1項 の 内容を参考に安全設 備規則

　 5編 2 章 2．3，4−2．に規定 し，調節 の 際の 「過度 に 大 きく

　　な ら ない 」の 解釈 を，決議 MSC 。253 （83）第4項 4．2及

　　び 船舶検査心得 3−1−6／2．1．1（a ）に 基づ き同検査要領

　 2．3．4 に規定 した。

（4＞決：k　MSC ．253（83）第 4 項 4．3及 び船舶検査心 得 3−1−6／

　　2．1．1 （c ）に基 づ き，LED を光 源 とす る灯 火 に対す る追

　　加 要件 を安全設 備 規 則 5編 2 革 2．3．7 に規 定 した。

76． 安全設備規則検査要領に お け る改正点の解説

　（船舶長距離識別追跡装置の最初の 検査 の 時期）

1．は じめ に 3．改正 の 内容

　2009 年 4 月 15 目付
一
部改 正 に よ り改 正 さ れ て い る安全

設備 規 則検査要領 中，船 舶長跳離識 別追跡 装置の 最 初 の 検

査 の 時期 に 関す る事項 に つ い て そ の 内容 を解説す る 。 本改

正 は，2008年 12月 31 日か ら適用 され て い る c，

2．改正 の 背景

　SOLAS 条約 に お い て 遡 及 適用 さ れ る 要件に 関 して は，適

合期 日と して 特定 の 日以 降の
“First　Survey（最初 の 検査）

”

が規 定 され て い るが ，こ の
“First　Survey”の 取扱 い が 明 確

で ない こ とか ら，2002年 に IACS は，本件に対す る統
一
解

釈 SC　171を採 択 した 。

　そ の 後，適用 対象を よ り
一
般 化 す べ く上記統

一
解釈 を改

め ，2008 年 8 月 に 統
一

解釈 SC171 （Rev．2）と して 採択 され

た こ と に よ り，船 舶 長 距 離識 別 追 跡 装 置 （LRIT 　System）
の 最初 の 検査 に つ い て も同統

一
解釈 に従 うこ とと な っ た た

め ，IACS 統
一
解釈 SC171（Rev．2＞に基 づ き，関 連規定を改

め た。また ，安全 設 備 の 臨 時検査 に 関す る 規定の 整理 も併

せ て 行 っ た 。

（1＞安全 設備規則検査要領　2．1．2−2 （外国籍船舶用）

　　UI　SC171 （Rev．2）に 基 づ き，　 SOLAS 条約 に 規 定 され る

　　
“
First　Survey 〔最初の 検査）

”
とは，登録検査 又 は最初

　　に規定 され る 登録維持検査 で あ る 旨を明記 した 。

（2）安全 設 備規 則検査 要領　ユ．1，3−3．（凵 本籍 船舶用 ）

　　／2．L2 −3 （外国籍船舶用）

　　UI　SC171（Rev．2）の 趣旨に 基 づ き，2008年 12 月 31 日

　　前 に 建造開始段階 に あ っ た 国際航海 に 従事す る 船舶 で

　　あ っ て ，同日 （A1，　 A2，　 A3 及 び A4 水域 を 航行可能

　　な 船舶 に あ っ て は 2009 年 7 月 1 日〉 よ り後 に 引 き渡

　　しが行わ れ る船 舶 に つ い て は，登 録検査に お い て 船舶

　　長距離識別追 跡装 置が 備 え られ る こ とを確認す る よ う

　　定 め た 。

（3）安全 設 備規 則検査要領　1．1．3−2．（凵本 籍船舶用 ）

　　／2．1．2−1 （外国籍船舶用）

　　船舶 自動識別装置及び イマ
ー

シ ョ ン ス
ー

ッ に 関す る 現

　　存船 へ の 適 合 確認に つ い て は既 に 確認完了期 日が 満 了

　　して い る こ とか ら，こ れ ら の 確認 を行うた め の 臨時検

　　査 に 関す る 規定 を削除 した 。

77． 安全設備規則検査要領に おけ る改正 点の 解説

　　　　（COLREG 条約 に対す る統
一

解釈）

1．は じめ に

　2009 乍 ユ0 月 30 日付
一

部 改 正 に よ り改．rElされ て い る 安全

設備規則検査要領中，COLREG 条約 に対す る統
一

解 釈 に関

す る事項 に つ い て その 内容 を解説す る 。なお，本改 正 は，
2009年 10 月 30 日以 降 に 建造契約 が 行 わ れ る 船 舶 に適 用 さ

れ て い る。
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2．改正 の 背 景

　2008年 5 月に 開催 され た IMO 第 84 回海上安全委員会

（MSC84 ）にお い て，1972 年国 際 海上 衝 突 予防 規 則 （COLREG

条約）に 関 す る 統
・
解釈 が 承認 され，MSC ．1／Circ．1260と

して 回 章 さ れ た こ とか ら，灯火 に関 す る 適切 な 妛件 を適用

すべ く関連 規 定 を改 め た 。

3．改正 の 内容

　卞な改 正 点 は 以 ドの とお りで ある。

（1）coLREG 第 27規則 （b）（i＞に 対する 統
一

解釈 に基づ き，

　 運 転不 自由灯 で あ る 紅灯 を操縦 性能制 限 灯の 部 と し

　　て 使川 で きる 旨安全設 備規則 検査 要領 5編 2章 2．1．1−2．

　　として 規定 した c （外国籍船舶 に つ い て は安全設備規則

　 検査要領 5編 3車 3．1．1−12　（1）に規 定）

〔2）COLREG 附 属 書 1，第 3節 （b）に対 す る統
一

解 釈 に基

　 づ き，長 さ 20m 以 L の 動力船舶 に お け る舷灯 の 位置

　　を，船側 又 は 船 側 か ら内側 に船幅の 1  ％ を超 えな い 距

　 離 〔た だ し 1m を超 えない 距 離 ） に 配 置 す る 旨安 全 設

　 備 規 則 検査要領 5編 2 章 2．2．2−3，と し て 現 定 した。な

　 お，MSC ，1／Circ．1260 の 回章 に伴 い ，　 IACS統
一一

解釈

　 UI　COLREG 　3 が 改正 され 2010 年 1月 1 日 よ り運 用 す

　 る こ ととな っ て い る。しか しなが ら，推奨要件で あ る

　 MSC ．1／Circ．1260の 適用 凵が 2009 年 1 月 1 日 で あり，

　 改 正 UI が 発効 さ れ る まで の 閲に お け る PSC 等 に よ る

　 諸問題 を避 け る た め，で きる1垠 り甲
・
く当該規則 を発 効

　　させ るべ きとの 考えか ら，木会独 自で 制 定 日 以 降 に 建

　 造契約 が行わ れ る 船舶に 適用 す る こ と と した 。 （外国

　 籍 船舶 に つ い て は 安 全 設 備規 則 検査 要 領 5 編 3章

　 3．1．1−12．（2）に規定）

（3）COLREG 附属書1，第9節（b）に対 す る統
一
解釈に基

　 づ き，2個 の 全周灯を使 用 して 1海 里離 れ た場 所 か ら 1

　 個の 灯火と して 視認 で きる遮蔽を行 う場 合 の 具 体的な

　 方法 を安奈 設 備 規則 検査 要 領 5編 2 章 2，3，5 と して 規 定

　　した。（外 国 籍 船 舶 につ い て は安全設 備 規 則 検 査 要 領 5

　 編 3章 3．1．1−12（3）に規定）

78， 旅客船規則及び関連検査要領 に お け る改正点の 解説

（IMO 塗装性 能基準 に お け る海水バ ラ ス トタ ン ク の 定義）

1．は じめ に

　2009 年 10 月 30 日イ・J ’
部 改止 に よ り改 正 さ れ て い る 旅客

船規則及び 関連検査要領中，IMO 塗 装性能基 準 に関す る 事

項 に つ い て ，そ の 内 容 を解説 す る。な お，本 改 正 は，次の

い ず れ か に 該当す る船舶 に適用 され て い る。

（1）2008 乍 7 月 1 円以 降 に建造契約が 行 わ れ る 船舶

（2）建造契約 が 存在 しな い 場合 に は，2009年 1月 1 日以降

　　に 起 工 又 は 同等段階 に あ る船舶

（3）2012年 7 月 1H 以 降 に 弓1き渡 しが 行 わ れ る船舶

長 さ 150m 以 上 の ば ら 積貨物船 の 二 重船側部 に 適用 され る

こ と と な っ て い る。帽 本籍船舶の 場合 は，国 際航海 に従事

しな い 船舶で あ っ て も，遠洋又は近海 を航行区域 とす る も

の （た だ し 限定近海船 を 除く）に つ い て は 適用 u ）

　しか し なが ら ，
こ の 海水バ ラ ス トタ ン ク に 関す る 定義 が

条約等 に規定 されず，不明確 で あっ た こ とか ら，IACS は，

海 水バ ラ ス ト タ ン ク の 定義 を 明確 に す る 統 解 釈 を新 た に

作成 し，2009年 1 月 に統
．・

解釈 SC227 と して 採択 した 。

　 こ の た め，IACS 統
一

解釈 SC227 に 基 づ き，関連 規 定 を

定め た。

2 ．改正 の 背景 3．改正 の 内容

　IMO 塗装性能基 準 （決 議 MSC ，215（82）） は，2008 乍 7

月 1 凵 以 降に 建造 契 約 が 行 わ れ ，国 際 航海に 従事す る 総 ト

ン 数 500 トン 以 上 の 船 舶 の 海水バ ラ ス ト タ ン ク 及び乾 玄 用

　旅客舟侍規貝rJ　3 編 1．1．1−71t 　b“
’
窪岡舟合規 貝囗検査要 領 C25 ．2．2−3．

（外国籍船舶 用 は C25．2．2−2） にお い て，　 IMO 塗装性能基準

が 適 用 され る海 水バ ラ ス ト タ ン ク の 定義 を規定 した。

79， 船用材料 ・機器 等 の 承 認及 び認 定要領 に お け る 改正点 の 解説

　　　　　　　　　 （半製品の 製造方法の 承認）

1．は じめ に

2009 年 4 月 15 凵付
．・

部 改 lm こ よ り改 ：F．さ れ て い る 船用

材料 ・機器等の 承認及び 認 定 要 領 中，半製 品 の 製造方法の

承認 に 関す る事項 に つ い て ，その 内容 を廨説す る 。 なお ，

本改 正 は ，2009 年 10 月 15 口 以 降 に 承 認 申込 み の あ る 製 造
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